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衆
議
院
議
員
柿
沢
未
途
君
提
出
災
害
拠
点
病
院
等
に
お
け
る
災
害
時
の
長
期
停
電
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
人
命
に
か
か
わ
る
事
態
」
及
び
「
ど
れ
だ
け
の
病
院
で
ど
れ
だ
け
の
非
常
用
発
電
機
の
燃
料
不
足
が
生
じ
た

の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
例
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

現
在
、
病
院
に
お
け
る
非
常
用
自
家
発
電
設
備
の
有
無
、
非
常
用
自
家
発
電
設
備
の
燃
料
タ
ン
ク
の
容
量
、
当
該
燃
料
タ

ン
ク
の
容
量
で
病
院
の
診
療
機
能
を
維
持
で
き
る
日
数
等
に
つ
い
て
、
「
病
院
の
業
務
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
の
策
定
状
況

等
の
調
査
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日
付
け
医
政
地
発
一
一
一
四
第
二
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
地

域
医
療
計
画
課
長
通
知
）
に
よ
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

一



五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
均
日
数
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
「
災
害
拠
点
病
院
等
の
発
電
施
設
及
び
給
水
設
備
の
緊
急

点
検
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日
付
け
医
政
地
発
〇
九
二
八
第
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医

療
計
画
課
長
通
知
）
に
よ
り
行
っ
た
調
査
に
よ
り
、
災
害
拠
点
病
院
七
百
三
十
六
病
院
の
う
ち
、
そ
の
非
常
用
自
家
発
電
設

備
の
燃
料
タ
ン
ク
の
容
量
で
病
院
の
診
療
機
能
を
維
持
で
き
る
期
間
が
三
日
未
満
で
あ
る
と
回
答
し
た
も
の
は
、
百
十
四
病

院
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

現
在
、
病
院
に
お
け
る
非
常
用
電
源
の
点
検
状
況
等
に
つ
い
て
、
「
病
院
の
非
常
用
電
源
の
確
保
及
び
点
検
状
況
の
調
査

に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
平
成
三
十
年
八
月
六
日
付
け
医
政
地
発
〇
八
〇
六
第
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課

長
通
知
）
に
よ
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

七
に
つ
い
て

災
害
拠
点
病
院
が
お
尋
ね
の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 二


